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利 用 上 の 注 意 

 １ 市町村⺠経済計算は、県⺠経済計算による県の計数を、経済センサスによる従業者数等
の各種統計指標で分割して推計しています。 

  県⺠経済計算は、国⺠経済計算体系（2008SNA：System of National Accounts2008）
に基づいて内閣府経済社会総合研究所が作成した「県⺠経済計算標準⽅式（2015 年（平
成27 年）基準版）」及び「県⺠経済計算推計⽅法ガイドライン（2015 年（平成27 年）
基準版）」に準拠して推計しています。 

２ 推計対象期間は、平成23 年度（2011 年度）から令和３年度（2020 年度）です。県⺠
経済計算及び市町村⺠経済計算は、推計精度向上のための推計⽅法の変更や、新たに⼊⼿
した基礎資料に基づき、平成23 年度まで遡って推計値を算出していますので、過去の公
表値とは異なる場合があります。このため、平成23 年度から令和2年度の計数を利⽤する
際は、最新版である本資料の数値を利⽤してください。 

  なお、過去に公表した平成22 年度以前の計数は、令和３年度市町村⺠経済計算と異な
る推計基準で推計しているため、本資料の計数とは接続しませんので、御注意ください。

３ 掲載している数値は、特に注釈のない限り名⽬値です。実質値については、資料の制約
などにより推計が困難なため、推計していません。 

４ 統計表中の数値は、単位未満を四捨五⼊して表⽰しているため、総数と内訳の合計等が
⼀致しない場合があります。 

５ 統計表中の記号は次のとおりです。 
  「 − 」‥‥‥皆無または定義上該当数値がない場合 
  「0」、「 0.0 」‥‥‥表章単位未満の場合 
６ 統計表の増加率は次式により算出しています。 
  (Ｘ１−Ｘ０)／(Ｘ０の絶対値)×100 [Ｘ1：当期(年度)の計数、Ｘ０：前期(年度)の計数] 
  これにより、マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮⼩した場合の増加率
の符号は、プラスで表⽰されます。 



推 計 結 果 の 概 要



 

令和３年度 県民経済計算の概況 
 

１ 概  況 
 

(１) ⽇本経済の概況 
  令和３年度の⽇本経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が⻑引く中、ウィ

ズコロナの考えのもとに経済社会活動が再開され、厳しい状況は徐々に緩和されてい

った。 

  個⼈消費は、緊急事態宣⾔等の⾏動制限や外出⾃粛の影響を受け、⼀進⼀退の動き

が続いた。また、⽣産活動に関しては、半導体等の部品の供給不⾜や原材料価格の上

昇による影響がみられた。 

  このような状況のもと、令和３年度の経済成⻑率（国内総⽣産の対前年度増加率）

は、名⽬では2.4％増（令和２年度3.5％減）と２年ぶりのプラス成⻑となり､実質では

2.5％増（同4.1％減）と３年ぶりのプラス成⻑となった。 

  また、⼀⼈当たり国⺠所得（企業の利潤なども含んだ国⺠経済全体の⽔準を表す指

標）は、315.5万円で6.0％増（同6.4％減）となり、３年ぶりの増加となった。 

 

(２) ⼭形県経済の概況 
  令和３年度の本県経済は、全体として持ち直しの動きで推移したが、飲⾷や宿泊等

のサービス消費に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況が

続いた。⽣活⾯では、海外需要の回復を受けて持ち直したものの、部品不⾜の影響に

より⾜踏みもみられた。 

  このような状況のもと、令和３年度の経済成⻑率（県内総⽣産の対前年度増加率）

は、名⽬では1.0％増（令和２年度1.9％減）、実質では2.0％増（同2.2％減）となり、

名⽬、実質ともに４年ぶりのプラス成⻑となった。また、⼀⼈当たり県⺠所得（企業

の利潤なども含んだ県⺠経済全体の⽔準を表す指標）は286.1万円で1.1％増（同3.7％

減）となり、２年ぶりの増加となった。 

 
 

  （※）出典：「県民経済計算」（山形県みらい企画創造部） 
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表１ 　　総　括　表
令和元年度 令和2年度 令和3年度 平成元年度 令和2年度 令和3年度

2019 2020 2021 2019 2020 2021

名目 43,195 42,388 42,825 -0.1 -1.9 1.0
実質 43,160 42,205 43,064 -0.0 -2.2 2.0

31,709 30,218 30,183 0.2 -4.7 -0.1
千円 2,937 2,829 2,861 1.3 -3.7 1.1

名目 556.8 537.6 550.5 0.0 -3.5 2.4
実質 550.1 527.4 540.8 -0.8 -4.1 2.5

402.0 375.4 395.9 -0.3 -6.6 5.5
千円 3,177 2,975 3,155 -0.1 -6.4 6.0

注： １）　本表の数値は統計表の数値を基に算出しているため、表中から算出される増加率等と異なる場合がある。

２）　国の計数は、「2021年度（令和3年度）国民経済計算年次推計」から記載。

注：
　２）実質経済成長率は、連鎖方式（基準年＝前年、参照年＝平成27暦年）により算出したデフレーターによる推計。

３）「一人当たり県民（国民）所得」は、企業の利潤なども含んだ県民（国民）経済全体の水準を表す指標であり、個人の給与や実収入など
　　との比較はできない。また、「県民所得」と「国民所得」の概念の違いにより、双方の比較には適さないことに注意を要する。

億円
県民所得
一人当たり県民所得

※　山形県みらい企画創造部統計企画課　「山形県県民経済計算の概要　令和3年度」4，5ページより抜粋

図１　 　経　済　成　長　の　推　移

　１）国の計数は、内閣府経済社会総合研究所「2021年度（令和3年度）国民経済計算年次推計」による。
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２　 市　内　総　生　産

第１表　　年次別市内総生産

令和元年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度

　1　農林水産業 5,186 4,733 4,593 -8.7 -3.0 9.7 9.3

　　①　農業 5,107 4,661 4,524 -8.7 -2.9 9.5 9.1

　　②　林業 77 70 67 -9.2 -3.3 0.1 0.1

　　③　水産業 3 2 2 -24.2 -10.4 0.0 0.0

　2　鉱業 15 - - -100.0 - - -

　3　製造業 9,899 12,011 12,191 21.3 1.5 24.5 24.6

　4　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,338 1,199 1,238 -10.4 3.3 2.5 2.5

　5　建設業 3,443 3,435 3,787 -0.2 10.2 7.0 7.6

　6　卸売・小売業 5,655 5,166 5,366 -8.6 3.9 10.6 10.8

　7　運輸・郵便業 1,391 1,368 1,456 -1.6 6.4 2.8 2.9

　8　宿泊・飲食サービス業 1,347 758 736 -43.8 -2.9 1.5 1.5

　9　情報通信業 782 818 772 4.6 -5.6 1.7 1.6

　10　金融・保険業 586 600 618 2.3 3.0 1.2 1.2

　11　不動産業 5,760 5,562 5,349 -3.4 -3.8 11.4 10.8

　12　専門・科学技術業・業務支援サービス業 1,254 1,026 1,074 -18.2 4.6 2.1 2.2

　13　公務 5,159 5,876 5,678 13.9 -3.4 12.0 11.5

　14　教育 2,184 1,905 1,859 -12.7 -2.4 3.9 3.8

　15　保健衛生・社会事業 4,108 2,727 2,701 -33.6 -1.0 5.6 5.5

　16　その他サービス 2,173 1,622 1,687 -25.4 4.0 3.3 3.4

17　小計(1～16) 50,280 48,807 49,106 -2.9 0.6 99.7 99.1

18　輸入品に課される税・関税 876 868 1,018 -1.0 17.3 1.8 2.1

19　(控除)総資本形成に係る消費税 758 734 583 -3.2 -20.6 1.5 1.2

20　市町村内総生産(17+18-19) 50,397 48,941 49,541 -2.9 1.2 100.0 100.0

 第一次産業 5,186 4,733 4,593 -8.7 -3.0 9.7 9.3

 第二次産業 13,356 15,446 15,978 15.7 3.4 31.6 32.3

 第三次産業 31,737 28,628 28,535 -9.8 -0.3 58.5 57.6

　令和3年度の市内総生産は、495億41百万円で前年度比1.2％増となった。（県前年度比0.9％減）

　経済活動別にみると、第一次産業は45億93百万円で前年度比3.0％減となった。（県前年度比12.7％減）

　第二次産業は、159億78百万円で前年度比3.4％増となった。 （県前年度比0.4％減）

　第三次産業は、285億35百万円で前年度比0.3％減となった。（県前年度比1.4％増）

（単位:百万円，％）

経済活動別
実数 増加率 構成比
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図１　年次別市内総生産の推移

28年度 29年度 30年度

第一次産業 6,180 6,486 6,289

第二次産業 13,616 15,220 16,334

第三次産業 31,525 31,670 31,187

図２　年次別市内総生産構成比

28年度 29年度 30年度

第一次産業 12.0 12.1 11.6

第二次産業 26.4 28.4 30.2

第三次産業 61.2 59.0 57.6

図１　年次別市内総生産比の推移
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第２表　　年次別市民所得

(単位：百万円，％）

項目

令和元年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度 ２年度 ３年度

１雇用者報酬 24,477 23,897 23,671 -2.4 -0.9 68.5 68.3

 (1)賃金･俸給 20,836 20,400 20,131 -2.1 -1.3 58.5 58.1

 (2)雇主の社会負担 3,641 3,498 3,539 -3.9 1.2 10.0 10.2

   a雇主の現実社会負担 3,353 3,200 3,332 -4.5 4.1 9.2 9.6

   b雇主の帰属社会負担 288 297 207 3.2 -30.3 0.9 0.6

２財産所得(非企業部門) 2,605 2,532 2,477 -2.8 -2.2 7.3 7.1

   a受取 2,746 2,671 2,612 -2.7 -2.2 7.7 7.5

   b支払 140 139 135 -1.3 -2.5 0.4 0.4

 (1)一般政府 -43 -56 -48 -30.3 14.8 -0.2 -0.1

 (2)家計 2,619 2,566 2,498 -2.0 -2.7 7.4 7.2

 (3)対家計民間非営利団体 30 23 27 -23.1 18.0 0.1 0.1

３企業所得 10,228 8,453 8,526 -17.3 0.9 24.2 24.6

 (1)民間企業 10,355 8,415 8,426 -18.7 0.1 24.1 24.3

   a民間企業(持ち家を除く） 7,891 6,018 6,224 -23.7 3.4 17.3 17.9

   b持ち家 2,464 2,398 2,202 -2.7 -8.1 6.9 6.4

 (2)公的企業 -127 38 100 130.2 162.1 0.1 0.3

４市町村民所得 37,310 34,883 34,674 -6.5 -0.6 100.0 100.0

※企業所得とは、営業余剰・混合所得に財産所得の受取を加え、財産所得の支払を控除したもの。

※民間企業＝民間法人企業＋個人企業

構成比

　令和3年度の市民所得は、346億74百万円で、前年度比0.6％減（県前年度比0.1％減）となった。

３　 市　民　所　得

実数 増加率
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　平成29年度の市民所得は、367億84百万円で、前年度比0.3％増（県前年度比2.3％増）となった。

令和元年度 ２年度 ３年度

雇用者報酬 24,477 23,897 23,671

財産所得 2,605 2,532 2,477

企業所得 10,228 8,453 8,526

市民所得 23,529 24,189 34,674

令和元年度 ２年度 ３年度

雇用者報酬 64.5 65.0 62.6

財産所得 5.0 4.8 5.2

企業所得 30.5 30.2 32.1

実数

図３　年次別総所得の推移

図４　年次別市民所得構成比
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４　一人当たり市民所得

図5　年次別一人当たり所得

第3表　一人当たり所得

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度 令和3年度

市 民 所 得 2,429 2,330 2,381 -3.9 2.2

県 民 所 得 2,937 2,829 2,861 -3.7 1.1

国 民 所 得 3,177 2,975 3,155 -6.4 6.0

対県比（県＝100） 82.7% 82.4% 83.2%

対国比（国＝100） 76.5% 78.3% 75.5%

※　国民所得は「県民経済計算　令和3年度」より抜粋
※　市民所得、県民所得は「市町村民経済計算　令和3年度」より作成

令和3年度の一人当たり市民所得は、238万1千円で前年比2.2％の増となり、一人当たり県

民所得に対する比率は82.4％となった。
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関　係　指　標

　所　得　総　額

項　　　　　目

市 内 総 生 産 50,397 48,941 49,541

市 民 所 得 37,310 34,883 34,674

県 内 総 生 産 4,319,496 4,238,771 4,282,525

県 民 所 得 3,170,855 3,021,777 3,018,333

　一人当たり所得額

項　　　　　目

市 民 所 得 2,424 2,330 2,381

県 内 総 生 産 4,000 3,969 4,060

県 民 所 得 2,973 2,829 2,861

　人　口・面　積

項　　　　　目

市　　人　　口 15,389 14,971 14,565

市　　面　　積 372.53 372.53 372.53

県　　人　　口 1,079,751 1,068,027 1,054,890

※　面積は、各年10月1日時点（国土交通省国土地理院　面積調より）
※　人口は、各年10月1日現在推計人口（山形県の人口と世帯数より）

令 和 　2　 年 度 令 和 　3　 年 度

（単位：人，㎢）

令 和 　2　 年 度

令和　元　年　度

令 和 　3　 年 度

令 和　 3   年 　度

令和　元　年　度

令 和　元　年　度

（単位：百万円）

令 和　 2　 年 　度

（単位：千円）
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5　　令和4年度の主要年表　　(2022.4.1～2023.3.31)
年 月 事　　項

令和4年 4月

5月 ・3日から5日にかけておばなざわ徳良湖まつりが開催され、令和3年で築堤100周年を迎えたことを記念し
て、初日に花笠踊りとコンサートが行われた。約300人が湖畔の遊歩道に整列して花笠踊りを踊り、100周
年をお祝いし、コンサートでは天童市出身のシンガーソングライター山口岩男さんにより現代風にアレンジ
された「徳良湖どんづぎ恋の唄」がお披露目された。

6月 ・28日、新規学卒地元就職者激励会・永年勤続優良従業員表彰式が市役所にて行われた。市内15の事
業所に就職された新規学卒者28名を激励し、5年以上勤務、特に優秀と認められた11事業所の50名へ表
彰状が贈呈された。

7月 ・令和4年尾花沢市長選挙が17日に告示され、24日サルナートで即日開票の結果、結城裕氏の当選が確
定し、第18代、歴代9人目の市長が誕生した。

8月 ・尾花沢市長選挙で当選した結城裕新市長が12日、初登庁した。その後、就任式が行われ「市が抱えて
いる課題を市民と共有しながら、職員も市民も一緒になってまちづくりをしていきましょう」と訓示された。

・満20歳の本市出身者を対象とした「はたちを祝う会」が14、15日の２日間で開催された。令和4年4月より
成人年齢が満18歳に引き下げられたことから、「成人式」から「はたちを祝う会」へ変更され、スーツやドレ
スに身を包んだ若者たちが大人としての決意を新たにした。

9月 ・10日、平成25年に明徳小学校と髙橋小学校が統合して宮沢小学校となってから10周年を迎えたことを記
念し、宮沢小学校開校10周年記念イベントが開催された。

・22日、9月定例会最終日に、不在となっていた副市長の人事案件が提出され、横沢康子氏の選任につい
て同意された。

10月 ・1日、横沢康子副市長が就任。

・1日、16日の2日間、市役所西側駐車場を会場に、そばまつりが開催された。参加者を県内、宮城県在住
の方に限るなど、新型コロナ対策を講じての開催となったが、両日とも大勢のそば好きで賑わった。

・23日、市役所と芦沢地区を会場に「第18回尾花沢市総合防災訓練」が開催された。

11月 ・3日から6日までの4日間、サルナートで第59回尾花沢市民文化祭が開催された。『「伝え残す」つどい』で
は、市指定無形文化財である「尾花沢雅楽」と「尾花沢まつりばやし」の演奏が行われ、展示コーナーでは
絵画や書道など様々な手作りの作品が展示され、大勢の市民が文化の秋を楽しんだ。

・11日、サルナートを会場に「雪対策シンポジウム2022～雪かきで地域が育つ～」が開催され、約100人が
参加した。
・県は22日、県内における新型コロナウイルス感染症の確認事例について、新たに2,207人が感染したこと
を公表した。これは1日当たりの数として最多を記録した。

12月 ・23日、県は山形大学と「カーボンニュートラル実現に向けた取組みに関する連携協定」を締結し、県庁で
締結式を行った。外部との脱炭素化推進に向けた協定の締結は初。

令和5年 1月 ・年末年始は豪雪になり、3日に市内※5地区平均積雪量が172 cmに達し、豪雪対策本部が設置された。
29日には、今季最大積雪深となる202 cm（5地区平均）を記録した。
・5日、サルナートで「令和5年市民新春祝賀会」・「令和4年市民賞授賞式」が開催された。尾花沢雅楽楽
人会による演奏が行われ、二藤部洋氏に市民善行賞、竹中清氏に産業文化賞の賞状が授与された。ま
た、宮沢小学校5、6年生による幻の米「さわのはな」について学んだ成果の発表などが行われた。

2月 ・25日、26日の2日間、徳良湖畔で第47回尾花沢雪まつり～徳良湖 WINTER JAM～が開催された。新型
コロナの影響で規模を縮小していたが、4年ぶりの本格的な開催に、子どもから大人まで楽しんだ。

・26日、2年ぶりに花笠ラングラウフ大会が開催された。県内外から約100人が参加し、徳良湖の花笠グラ
ウンドから髙宮農場方面まで行って帰ってくるコースを、それぞれのペースで楽しんだ。

3月 ・10日に、福原小学校4年生18名が、荻袋さけふ化場付近の水路から鮭の稚魚放流を行った。

・山形化成（株）より教育振興基金30万円が寄贈され、3日に市役所で寄贈式が行われた。

※「2022やまがた県政の動き」（山形県総務部）などから作成

※尾花沢市の出来事については市報（2022.5.15号～2023.5月号）などから抜粋

※5地区平均積雪量とは、消防置観測地点・福原・宮沢・玉野・常盤の平均積雪量

・北京2022冬季オリンピック、バイアスロン競技に出場した尾崎光輔選手が20日に帰郷し、市役所で報告
会が開催された。

・24日に、新型コロナウイルスの影響により3年ぶりの「春季消防大演習」が開催された。消防団員や女性
防火協力隊など537人が参加し、消防署訓練場での観閲や中町・上町商店街での一斉放水、分列行進な
どが実施された。
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6　　令和5年度の主要年表　　(2023.4.1～2024.3.31)
年 月 事　　項

令和5年 4月 ・29日、屋内型のこども広場、徳良湖こども広場「おがぁ～れ」がオープンした。

5月 ・第53回徳良湖まつりが3日から5日にかけて開催され、源流花笠踊りの披露、物産品の販売、吹きガラスや
ヨット試乗といったイベントが行われた。
・3日、第47回全国花笠マラソンが4年ぶりに制限のない開催となり出場者は北は青森県、南は福岡県から約
900名が集結し本市出身の太田渉子さん、尾崎光輔さんが参加した。
・8日、県が新型コロナウイルスが5類移行、山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部を廃止し
た。

6月 ・20日、ふるさと大使、佐々木則夫氏が尾花沢中学校でOFC（尾花沢フットボールクラブ）所属の12名にサッ
カーの特別指導を行った。

7月 ・17日、モンテディオ山形のアンバサダー吉田泰授選手によるスイカ収穫が協力先である市内の農場で行わ
れた。
・21日、市内の小中学校4校で尾花沢産スイカ、地産地消給食が実施された。
・21日、「〝明るいやまがた〟夏の安全県民運動」が始まり、尾花沢市・大石田町安全安心大会が開催され
関係者など約70名が参加した。

8月 ・7日、銀山温泉の古勢起屋本館が国の有形文化財に登録された。今回の登録により市内の国登録有形文
化財は6件となった。
・15日、第27回尾花沢牛肉まつりが徳良湖畔で開催され家族連れや友人、帰省客など約800名が参加、新型
コロナウイルス感染症の影響により4年ぶりの通常開催となった。
・15日、「はたちを祝う会」がサルナートにて開催され、市外で暮らす本市出身者も含め、105名が出席した。
代表者による誓いのことばでは、「社会へ貢献していく事が最大の恩返し」と、決意を述べた。
・27日28日に、おばなざわ花笠まつりが4年ぶりの開催となった。大パレードでは54の参加団体と1,700名の
踊り手が伝統の笠まわしを披露した。

9月 ・市の保育施設と保護者がスマートフォンのアプリを通じて連絡や情報共有ができるシステム、「CoDMON（コ
ドモン）」の運用を9月から開始した。

10月
・7日、8日の2日間にわたり、「尾花沢もっとまるだし未来まつり」がサルナートで開催され、お笑いコンビ「しず
る」のステージや大食い選手権が行われた。
・13日、尾花沢小学校創立150周年記念式典が同校で行われ、在校生や関係者ら450名が節目を祝った。
・15日、第25回「尾花沢そば新そばまつり」が開催され、市内外から約800名が訪れた。会場では、ジャズ演
奏や花笠踊りが披露された。

11月 ・第60回の節目を迎えた尾花沢市民文化祭。「尾花沢ロングロング文化際」と銘打ち、6月の開幕から約半年
にわたり「歌の彩典」や「木琴日和」等、様々な祈念事業を行った。メイン期間の11月3日～5日、会場となった
サルナートには大勢の市民が訪れ、多様な催しを楽しみながら文化の秋を満喫した。
・12日、青少年健全育成市民集会がサルナートにて行われ、北京五輪2022に出場した尾崎光輔氏が講演し
約200名の来場者が参加した。

・22日尾花沢小学校の5年生57名がパリオリンピックボクシング代表内定の岡澤セオン選手から特別授業を
受けた。

12月 ・11日マイナンバーを活用した電子タクシー券の利用を開始した。車内の機器にマイナンバーカードをかざす
だけで本人確認と利用回数が認証される電子タクシー券になっている。
・11日、プロバスケットボールチーム「パスラボ山形ワイヴァンズ」の白戸大聖選手、髙橋浩平選手が尾花沢
小学校を訪れ、食に関する学習やバスケットボールで交流した。

令和6年 1月 ・5日、サルナートにて「令和6年市民新春祝賀会」・「令和5年度市民賞授賞式」が開催された。能登半島地震
の犠牲者に黙とうをささげた後、尾花沢雅楽の演奏とともに開会。市民賞授賞式では結城市長より佐藤好政
氏へ市民功労賞、和田晥氏へ教育振興賞の賞状が手渡され、常盤小学校6年生による、「レインボーときわ
大根」の取り組み発表が行われた。
・12日、米大リーグで活躍する大谷翔平選手から市内各小学校に野球のクローブが届き、子どもたちに満面
の笑みが溢れた。

2月 ・6日､13日､市内全ての保育園・認定こども園で霜降り和牛尾花沢と雪きらりの地産地消給食が実施された｡

・24日、25日に徳良湖畔にて第48回尾花沢雪まつり～徳良湖 WINTER JAM～が開催された。少雪により一
部内容を変更したが、来場者は「雪があるからこそ楽しめる」イベントを満喫した。

3月 ・15日、令和8年度の中学校統合に向け、尾花沢市中学校統合準備委員会が設立された。

・24日、昭和39年に結成された、尾花沢市女性防火協力班連絡協議会解散式が行われた。

※「2023やまがた県政の動き」（山形県総務部広報広聴推進課）などから作成
※尾花沢市の出来事については市報（2023.6月号～2024.4月号）などから抜粋

－76－



統 計 表



1　 市　内　総　生　産

令和元年度 2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度

　1　農林水産業 5,186 4,733 4,593 -8.7 -3.0 9.7 9.3

　　①　農業 5,107 4,661 4,524 -8.7 -2.9 9.5 9.1

　　②　林業 77 70 67 -9.2 -3.3 0.1 0.1

　　③　水産業 3 2 2 -24.2 -10.4 0.0 0.0

　2　鉱業 15 - - -100.0 - - -

　3　製造業 9,899 12,011 12,191 21.3 1.5 24.5 24.6

　4　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1,338 1,199 1,238 -10.4 3.3 2.5 2.5

　5　建設業 3,443 3,435 3,787 -0.2 10.2 7.0 7.6

　6　卸売・小売業 5,655 5,166 5,366 -8.6 3.9 10.6 10.8

　7　運輸・郵便業 1,391 1,368 1,456 -1.6 6.4 2.8 2.9

　8　宿泊・飲食サービス業 1,347 758 736 -43.8 -2.9 1.5 1.5

　9　情報通信業 782 818 772 4.6 -5.6 1.7 1.6

　10　金融・保険業 586 600 618 2.3 3.0 1.2 1.2

　11　不動産業 5,760 5,562 5,349 -3.4 -3.8 11.4 10.8

　12　専門・科学技術業・業務支援サービス業 1,254 1,026 1,074 -18.2 4.6 2.1 2.2

　13　公務 5,159 5,876 5,678 13.9 -3.4 12.0 11.5

　14　教育 2,184 1,905 1,859 -12.7 -2.4 3.9 3.8

　15　保健衛生・社会事業 4,108 2,727 2,701 -33.6 -1.0 5.6 5.5

　16　その他サービス 2,173 1,622 1,687 -25.4 4.0 3.3 3.4

17　小計 50,280 48,807 49,106 -2.9 0.6 99.7 99.1

18　輸入品に課される税・関税 876 868 1,018 -1.0 17.3 1.8 2.1

19　(控除)総資本形成に係る消費税 758 734 583 -3.2 -20.6 1.5 1.2

20　市町村内総生産 50,397 48,941 49,541 -2.9 1.2 100.0 100.0

 第一次産業 5,186 4,733 4,593 -8.7 -3.0 9.7 9.3

 第二次産業 13,356 15,446 15,978 15.7 3.4 31.6 32.3

 第三次産業 31,737 28,628 28,535 -9.8 -0.3 58.5 57.6

（単位:百万円、％）

経済活動別
実数 増加率 構成比
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令和元年度 2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度

１雇用者報酬 24,477 23,897 23,671 -2.4 -0.9 68.5 68.3

 (1)賃金･俸給 20,836 20,400 20,131 -2.1 -1.3 58.5 58.1

 (2)雇主の社会負担 3,641 3,498 3,539 -3.9 1.2 10.0 10.2

   a雇主の現実社会負担 3,353 3,200 3,332 -4.5 4.1 9.2 9.6

   b雇主の帰属社会負担 288 297 207 3.2 -30.3 0.9 0.6

２財産所得(非企業部門) 2,605 2,532 2,477 -2.8 -2.2 7.3 7.1

   a受取 2,746 2,671 2,612 -2.7 -2.2 7.7 7.5

   b支払 140 139 135 -1.3 -2.5 0.4 0.4

 (1)一般政府 -43 -56 -48 -30.3 14.8 -0.2 -0.1

 (2)家計 2,619 2,566 2,498 -2.0 -2.7 7.4 7.2

 (3)対家計民間非営利団体 30 23 27 -23.1 18.0 0.1 0.1

３企業所得 10,228 8,453 8,526 -17.3 0.9 24.2 24.6

 (1)民間企業 10,355 8,415 8,426 -18.7 0.1 24.1 24.3

   a民間企業(持ち家を除く） 7,891 6,018 6,224 -23.7 3.4 17.3 17.9

   b持ち家 2,464 2,398 2,202 -2.7 -8.1 6.9 6.4

 (2)公的企業 -127 38 100 130.2 162.1 0.1 0.3

４市町村民所得 37,310 34,883 34,674 -6.5 -0.6 100.0 100.0

実数 増加率 構成比

2　 市　民　所　得

項目

(単位：百万円、％）
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※　山形県みらい企画創造部「市町村民経済計算  令和３年度」より、3～5ページ、124～132ページを引用

市町村民経済計算の見方と推計方法



市 町 村 民 経 済 計 算 の 見 方 

 

＜市町村民経済計算とは＞ 

市町村民経済計算とは、県内各市町村の一年間の経済活動をまとめたものであり、各市町

村経済の構造などを「生産」「分配」の２つの側面から計量的にとらえるものです。 

 

＜県民経済計算と市町村民経済計算＞ 

経済活動によって生み出された付加価値は、労働者や企業に賃金や利潤として分配され、分

配された所得は消費や投資として支出されます。 

経済活動は「生産」→「分配」→「支出」と循環していますが、この３つは同じ付加価値を

異なる３つの側面から見たものであり、本来一致すべきものです。これを「三面等価の原則」

といいます。 

県民経済計算は、一年間に生み出された付加価値を「生産・分配・支出」の３つの側面から

とらえることで、山形県経済の実態（経済の循環構造、規模及び経済成長等）を明らかにする

「ものさし」となるものです。 

市町村民経済計算では、生産面から把握した「市町村内総生産」、分配面から把握した「市

町村民所得」を推計の対象としています。 

 

＜市町村民経済計算の基本概念＞ 

◆ 市町村内総生産 

１年間に市町村内の生産活動によって新しく生み出された価値（付加価値）の評価額

を示したもので、生産された商品やサービスの額（＝産出額）から原材料や部品代など

（＝中間投入）を除いたものです。 
 

◆ 市町村民所得 

生産活動で生み出された付加価値がどのように分配されるかを把握したもので、雇用

者報酬、財産所得(非企業部門)、企業所得から構成されます。 

① 雇用者報酬 

雇用者に対する給与や諸手当の支払で、賃金のほか、雇用者の福利厚生のための

雇主の各種負担も含まれます。 

② 財産所得(非企業部門) 

一般政府、家計（個人企業を除く）、対家計民間非営利団体といった非企業部門

において、金融資産、土地などの貸借から発生する所得を計上したものであり、利

子、地代、配当などが該当します（企業部門の財産所得については企業部門に含ま

れます）。 

③ 企業所得 

営業余剰・混合所得（個人企業の営業余剰相当）に、企業の財産所得の受払いを

加味したものです。 
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◆ 一人当たり市町村民所得 

市町村民所得（雇用者報酬、財産所得及び企業所得の合計）を、その年の 10 月 1 日現

在の各市町村の総人口で割ったものです。 

したがって、「一人当たり市町村民所得」は、企業の利潤なども含んだ各市町村の経

済全体の水準を表す指標であり、個人の給与や実収入などとの比較はできません。 

 

◆ 「内」と「民」の違い 

○「内」ベース（属地主義） 

市町村内の生産活動を、その生産に携わった人の就業地に着目してとらえるもので

す。 

○「民」ベース（属人主義） 

市町村内に居住する人の生産活動を、その生産に携わった人の居住地に着目してと

らえるものです。 

市町村民経済計算では、市町村内総生産は「内」ベースで、市町村民所得は「民」

ベースで記録されます。したがって、Ａ市に居住して、Ｂ市で生産活動に携わってい

る場合、その人の生産活動はＡ市の市町村「内」総生産には含まれませんが、報酬は

Ａ市の市町村「民」所得に含まれることになります。 

 

◆ 「市場価格表示」と「要素費用表示」の違い 

所得の表示には、「市場価格表示」と「要素費用表示」の２つがあります。 

「市場価格表示」は、市場で取引される価格によって評価したもので、「要素費用表

示」は、生産のために必要とされる生産要素（労働及び資本）に対して支払われた価格

によって評価したものです。 

「市場価格表示」は「要素費用表示」に比べて、消費税等の生産・輸入品に課される

税（※１）分だけ高くなり、また、財貨の価格を下げるために政策的に拠出する補助金（※

２）分だけ低くなっています。 

市町村民経済計算では、市町村内総生産は市場価格表示を、市町村民所得は要素費用

表示の数値を使用しています。 

市場価格表示 ＝ 要素費用表示 ＋ 生産・輸入品に課される税 － 補助金 

※１ 生産・輸入品に課される税…市場生産者から一般政府への移転で、市場価格を変化させる。 

消費税、酒税、固定資産税等のいわゆる間接税に相当するものを含む。 

※２ 補助金…一般政府から市場生産者への移転で、市場価格を変化させる。公的企業への経常補助金等をいう。 
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市町村民経済計算　概要図

１ 市町村内産出額

　（市場価格表示）

２ 市町村内総生産

　（市場価格表示）

３ 市町村内純生産

　（市場価格表示）

４ 市町村内純生産

　（要素費用表示）

５ 市町村民純生産

　（要素費用表示）

６ 市町村民所得

　（要素費用表示）

７ 市町村民総所得

　（市場価格表示）

注）市町村民経済計算では、「２ 市町村内総生産（市場価格表示）」及び「６ 市町村民所得（要素費用表示）」を

　表章している。固定資本減耗及び生産・輸入品に課される税（控除）補助金の推計を行っていないため、その

  他の項目については表章していない。

生
　
　
　
　
　
　
産

分
　
　
配

市町村民所得（要素費用表示）

企業所得

財産所得
（非企業部門）

市町村民雇用者報酬

市町村外からの所得（純）

市町村内純生産（要素費用表示）

市町村内総生産－固定資本減耗－生産・輸入品に

課される税（控除）補助金

市町村内総生産－固定資本減耗

固定資本減耗

生産・輸入品に課される税

（控除）補助金

営業余剰・
混合所得

市町村内雇用者報酬

輸入品に課される税・関税

（控除）総資本形成に係る消費税
第三次産業第二次産業

第一次
産業

中間投入市町村内総生産（付加価値）

固定資本減耗

生産・輸入品に課される税

（控除）補助金
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Ⅰ 経済活動別分類（2008SNA）と日本標準産業分類（JSIC）対応表 

 

JSNA経済活動分類 日本標準産業分類 

（2015年（平成27年）基準） (2013年（平成25年）10月改定) 

1 農林水産業   

 1 農業 1 農業 

    
（0113野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)のうち「き

のこ類の栽培」→林業） 

    （014園芸サービス業→その他のサービス） 

 2 林業 2 林業 

   113 野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)のうち「きのこ類

の栽培」 

 3 水産業 3 漁業(水産養殖業を除く) 

   4 水産養殖業 

2 鉱業   
 4 鉱業 5 鉱業、採石業、砂利採取業 
   2181 砕石製造業 

3 製造業   

 5 食料品 9 食料品製造業 

   10 飲料・たばこ・飼料製造業 

   
1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油(食

用)」 

   5895 料理品小売業のうち「製造小売分」 

   952 と畜場 

 6 繊維製品 11 繊維工業 

    （1113炭素繊維製造業→窯業・土石製品） 

 7 パルプ・紙・紙加工品 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

 8 化学 16 化学工業 

    （1641脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬

化油（食用）」→食料品） 

 9 石油・石炭製品 17 石油製品・石炭製品製造業 

 10 窯業・土石製品 21 窯業・土石製品製造業 

    （2181砕石製造業→鉱業） 

   1113 炭素繊維製造業 

 11 一次金属 22 鉄鋼業 

   23 非鉄金属製造業 

 12 金属製品 24 金属製品製造業 

 
13 はん用・生産用・業務用機

械 

25 はん用機械器具製造業 

   26 生産用機械器具製造業 

   27 業務用機械器具製造業 

 14 電子部品・デバイス 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 15 電気機械 29 電気機械器具製造業 

 16 情報・通信機器 30 情報通信機械器具製造業 

 17 輸送用機械 31 輸送用機械器具製造業 

   901 機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」 

 18 印刷業 15 印刷・同関連業 

 19 その他の製造業 12 木材・木製品製造業（家具を除く） 

   13 家具・装備品製造業 
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JSNA経済活動分類 日本標準産業分類 

（2015年（平成27年）基準） (2013年（平成25年）10月改定) 

   18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

   19 ゴム製品製造業 

   20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

   32 その他の製造業 

4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業   

 20 電気業 33 電気業 

 21 ガス・水道・廃棄物処理業 34 ガス業 

   35 熱供給業 

   36 水道業 

    （361上水道業のうち「船舶給水業」→運輸・郵便業） 

   88 廃棄物処理業 

5 建設業   
 22 建設業 6 総合工事業 

   7 職別工事業（設備工事業を除く） 

   8 設備工事業 

6 卸売・小売業   
 23 卸売業 50 各種商品卸売業 

   ～  

   55 その他の卸売業 

   959 他に分類されないサービス業のうち「卸売市場」 
 24 小売業 56 各種商品小売業 

   ～  

   58 飲食料品小売業 

   ～ 

(5895料理品小売業のうち「製造小売分」→食料品製造

業） 

   60 その他の小売業 

    （6033調剤薬局のうち「調剤」→保健衛生・社会事

業） 

   61 無店舗小売業 

   6421 質屋 

7 運輸・郵便業   
 25 運輸・郵便業 361 上水道業のうち「船舶給水業」 

   42 鉄道業 

   ～  

   46 航空運輸業 

   47 倉庫業 

   48 運輸に附帯するサービス業 

   49 郵便業（信書便事業を含む） 

   861 郵便局 

   862 郵便局受託業 

   693 駐車場業 

    （自動車の保管を目的とする駐車場→不動産業。路面

上に設置される駐車場は除く） 

   791 旅行業 
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JSNA経済活動分類 日本標準産業分類 

（2015年（平成27年）基準） (2013年（平成25年）10月改定) 

8 宿泊・飲食サービス業   

 26 宿泊・飲食サービス業 75 宿泊業（うち会社の寄宿舎、学生寮等を除く） 

   76 飲食店 

   77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

    
（7721配達飲食サービス業のうち「学校給食」→「教

育」） 

9 情報通信業   

 27 通信・放送業 37 通信業 

   38 放送業 

   40 インターネット附随サービス業 

 28 情報サービス・映像音声文

字情報制作業 

39 情報サービス業 

   41 映像・音声・文字情報制作業 

10 金融・保険業   
 29 金融・保険業 62 銀行業 

   ～  

   
64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 

（6421質屋→小売業） 

   65 金融商品取引業，商品先物取引業 

   66 補助的金融業等 

   67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） 

11 不動産業   

 30 住宅賃貸業 692 貸家業、貸間業、帰属計算する住宅賃貸料 

 31 その他の不動産業 68 不動産取引業 

   691 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く） 

    （6912土地賃貸業を除く） 

   

693 駐車場業のうち自動車の保管を目的とする駐車場（所

有者の委託を受けて行う駐車場の管理運営の活動を含

む） 

   694 不動産管理業 

12 専門・科学技術、業務支援サービ

ス業 
  

 32 専門・科学技術、業務支援

サービス業 

70 物品賃貸業 

   71 学術・開発研究機関 

   72 専門サービス業（他に分類されないもの） 

    （727著述家・芸術家→その他のサービス） 

   73 広告業 

   74 技術サービス業（他に分類されないもの） 

    （746写真業→その他のサービス） 

   91 職業紹介・労働者派遣業 

   92 その他の事業サービス業 
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JSNA経済活動分類 日本標準産業分類 

（2015年（平成27年）基準） (2013年（平成25年）10月改定) 

13 公務   
 33 公務 97 国家公務 

   98 地方公務 

   8511 社会保険事業団体 

14 教育   
 34 教育 7721 配達飲食サービスのうち「学校給食」 

   81 学校教育 

   82 その他の教育、学習支援業 

    
（821社会教育、823学習塾、824教養・技能教授業→そ

の他のサービス） 

    （8229その他の職業・教育支援施設のうち 

    「児童自立支援施設」→保健衛生・社会事業） 

15 保健衛生・社会事業   

 35 保健衛生・社会事業 6033 調剤薬局のうち｢調剤」 

   
8229 その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支援施

設」 

   83 医療業 

   84 保健衛生 

   85 社会保険・社会福祉・介護事業 

    （8511社会保険事業団体→公務） 

16 その他のサービス   
 36 その他のサービス 14 園芸サービス業 

   727 著述・芸術家業 

   746 写真業 

   78 洗濯・理容・美容・浴場業 

   79 その他の生活関連サービス業 

    （うち791旅行業→運輸・郵便業） 

   80 娯楽業 

   821 社会教育 

   823 学習塾 

   824 教養・技能教授業 

   87 協同組合（他に分類されないもの） 

   89 自動車整備業 

   90 機械等修理業（別掲を除く） 

    （901機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整

備」→輸送機械製造業） 

   93 政治・経済・文化団体 

   94 宗教 

   95 その他のサービス業 

    （952と畜場→食料品製造業） 
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Ⅱ 市町村民経済計算の推計方法 

市町村民経済計算は、生産系列や分配系列の項目ごとに、主に県民経済計算の計数を各種指標

で各市町村に分割することによって推計しています。 

生産系列  

推計項目 分割指標 基礎資料 

   

１.農林水産業   

（１）農業 農業産出額等 農林水産省「市町村別農業算出額（推計）」 

農林水産省「特用果樹生産動態等調査」 

（２）林業   

①育林業 民有林野面積 県森林ノミクス推進課資料 

②素材生産業 スギ造林実績及び特用林産物等産出額 県森林ノミクス推進課資料 

直接照会 

③林業サービス業 林業労働力雇用者延べ人日 農林水産省「農林業センサス」 

（３）水産業   

①海面漁業 海面漁業生産額 庄内総合支庁水産振興課資料 

②内水面漁業 就業者数 総務省「国勢調査」 

③内水面養殖業 内水面養殖業経営体数 農林水産省「漁業センサス」 

２.鉱業 従業者数 総務省「経済センサス」 

３.製造業 付加価値額 経済産業省「工業統計調査」 

総務省・経済産業省「経済構造実態

調査」 

総務省「経済センサス」 

４.電気・ガス・水道・ 

廃棄物処理業 

  

（１）電気業   

①発電部門 電力発電量 県企業局資料 

関係機関資料 

直接照会 

②送電部門 販売電力量 直接照会等 

（２）ガス・熱供給業 営業所管轄地域世帯数 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

（３）水道業 水道業事業営業収益 県市町村課資料 

（４）廃棄物処理業 廃棄物処理業従業者数 総務省「経済センサス」 

（５）(政府)下水道 営業収益-減価償却費 県市町村課資料 

（６）(政府)廃棄物処理 衛生費のうち清掃費 総務省「地方財政状況調査」 

５.建設業   

（１）民間工事 家屋新増分決定価格  県市町村課資料 

（２）公共工事 従業者数 総務省「経済センサス」 

 普通建設事業費 総務省「地方財政状況調査」 

６.卸売・小売業   

（１）卸売業 卸売業年間商品販売額 経済産業省「商業統計」 

総務省「経済センサス」 

（２）小売業 小売業年間商品販売額 経済産業省「商業統計」 

総務省「経済センサス」 
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推計項目 分割指標 基礎資料 

   

７.運輸・郵便業   

（１）道路運送業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（２）郵便業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（３）その他の運輸業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（４）(政府)水運施設管理 海面漁業生産額 庄内総合支庁水産振興課資料 

 人件費+物件費+維持補修費 総務省「地方財政状況調査」 

（５）(政府)航空施設管理 乗降客数 山形空港事務所「山形空港概要」 

庄内空港事務所「庄内空港概要」 

８.宿泊・飲食サービス業 従業者数 総務省「経済センサス」 

９.情報通信業   

（１）電信・電話業 市町村別世帯数 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

（２）その他の情報通信業 従業者数 総務省「経済センサス」 

10.金融・保険業 従業者数 総務省「経済センサス」 

11.不動産業   

（１）住宅賃貸業 固定資産税決定価格（家屋） 総務省「固定資産の価格等の概要調書」 

（２）その他の不動産業 従業者数 総務省「経済センサス」 

12. 専門・科学技術、 

業務支援サービス業 

 
 

（１）研究開発サービス 従業者数 総務省「経済センサス」 

（２）広告業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（３）物品賃貸サービス業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（４）その他の対事業所サ

ービス業 

従業者数 総務省「経済センサス」 

（５）獣医業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（６）(政府)学術研究 職員数 関係機関資料 

（７）(非営利)自然・人文

科学研究機関 

従業者数 総務省「経済センサス」 

13.公務   

（１）中央公務 国家公務員常用雇用者数 総務省「経済センサス」 

（２）地方公務 人件費+物件費+維持補修費 総務省「地方財政状況調査」 

14.教育   

（１）(市場)教育 従業者数 総務省「経済センサス」 

（２）(政府)教育 国公立学校教員数 文部科学省「学校基本調査」 

県教育政策課「学校名鑑」 

（３）(非営利)教育 従業者数 総務省「経済センサス」 

15.保健衛生・社会事業   

（１）医療・保健、介護  従業者数 総務省「経済センサス」 

（２）(政府) 保健衛生・社

会福祉 

人件費+物件費+維持補修費 総務省「地方財政状況調査」 

（３）(非営利)社会福祉 従業者数 総務省「経済センサス」 

16.その他のサービス   

（１）自動車整備・機械修

理業 

従業者数 総務省「経済センサス」 

（２）会員制企業団体 従業者数 総務省「経済センサス」 

（３）娯楽業 従業者数 総務省「経済センサス」 

（４）洗濯・理容・美容・

浴場業 

従業者数 総務省「経済センサス」 
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推計項目 分割指標 基礎資料 

   

（５）その他の対個人サー

ビス業（分類不明を含む） 

従業者数 総務省「経済センサス」 

（６）(政府)社会教育 人件費+物件費+維持補修費 総務省「地方財政状況調査」 

（７）(非営利)社会教育 従業者数 総務省「経済センサス」 

（８）(非営利)その他 従業者数 総務省「経済センサス」 

17.輸入品に課される税・

関税（控除）総資本形成に

係る消費税 

上記1.～16.の総生産合計  
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分配系列  

推計項目 分割指標（推計方法） 基礎資料 

   

１.雇用者報酬   

（１）賃金・俸給 給与所得 県市町村課資料 

（２）雇主の社会負担   

①雇主の現実社会負担 給与所得 県市町村課資料 

②雇主の帰属社会負担 給与所得 県市町村課資料 

   

２.財産所得（非企業部門）   

（１）一般政府   

①利子   

ａ.市町村 

（受取・支払） 

○受取利子 

貸付金元利収入 

○支払利子 

元利金償還額（利子） 

総務省「地方財政状況調査」 

ｂ.公営企業（支払） 決算資料より積み上げ 県市町村課資料 

ｃ.地方社会保障基金 

（受取） 

市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

 ※上記ａ～ｃに、FISIM消費額を加算

または減算することで、FISIM調整後

の受取・支払利子を推計。 

 

②法人企業の分配所得  

（受取） 

決算資料より積み上げ 総務省「地方財政状況調査」 

③その他の投資所得

（受取） 

物件費 総務省「地方財政状況調査」」 

④賃貸料（受取・支払） 市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

（２）家計   

①利子（受取・支払） ○受取利子 

雇用者報酬+企業所得（持ち家を除く） 

○支払利子 

市町村別人口 

 

 

 

県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

②配当（受取） 市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

③その他の投資所得

（受取） 

  

ａ.保険契約者に帰属

する投資所得 

所得控除額のうちの生命保険料+地

震保険料 

県市町村課資料 

ｂ.年金受給権に係る

投資所得 

市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯

数」 

ｃ.投資信託投資者に 

帰属する投資所得 

市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯

数」 

④賃貸料（受取） 固定資産税課税標準額（土地） 県市町村課資料 

（３）対家計民間非営利団体 

（受取・支払） 

従業者数 総務省「経済センサス」 
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推計項目 分割指標（推計方法） 基礎資料 

   

３．企業所得   

（１）民間企業   

①民間企業 

（持ち家を除く） 

住宅賃貸業を除く市場生産者の総

生産額 

 

②持ち家 固定資産税決定価格（家屋） 総務省「固定資産の価格等の概要調書」 

（２）公的企業   

①非金融法人企業   

ａ.日本道路公団 事業所所在市町村に計上  

ｂ.郵政事業 市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

ｃ.県営企業 職員数 県企業局資料 

ｄ.県公社 事業所所在市町村に計上  

ｅ.市町村営企業 決算資料より積み上げ 県市町村課資料 

ｆ.土地開発公社 決算資料より積み上げ 県市町村課資料 

ｇ.その他の事業・機関  事業所所在市町村に計上  

②金融機関   

ａ.ゆうちょ銀行 市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

ｂ.かんぽ生命 市町村別人口 県統計企画課「山形県の人口と世帯数」 

ｃ.日本政策金融公庫 事業所所在市町村に計上  

ｄ.その他の事業・機関  事業所所在市町村に計上  

   

 
注）「市町村民所得（市町村計）」と、「山形県県民経済計算」に記載されている「県民所得」は、

概念の違いにより一致しない。具体的には、「市町村民所得」には県及び一部の地方社会保障基

金の財産所得が含まれていない。 
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